
１ 日本弁護士政治連盟（略称「弁政連」）は、政治資金規正法第3条の「政治団体」です。
日弁連の政策を、国会議員や政党の理解と支持を得つつ、立法というかたちで実現して
いく幅広い活動を行っています。「政治資金団体」と異なり、特定の政党を支持するもの
ではありません。 
 
２ 弁政連は、任意に加入した弁護士の会員のみで組織され、運営は原則として会員の会費
によって行われています。 

 
３ 弁政連には、都府県単位、ブロック単位の支部があり全国で活動しています。現在支部の
ない地域には支部を設立する活動を積極的に行っています。 
 
４ 弁政連の会員の（本部）会費は年間１万円です。ただし、弁護士登録５年未満の会員は「無
料」です。なお、弁政連（本部の）会員となりますと、支部のある地域の会員は支部の会員
ともなります。支部の会員は支部の規約に基づき別途支部の会費を納めていただきます。 

申し込まれた方には、会費納入のための「預金口座振替制度のご案内」をご送付いたしま
すので、速やかに手続きをお願いします。弁護士登録５年未満の会員の方には、登録５年経
過後に同ご案内をご送付させていただきます。 

私は、日本弁護士政治連盟に入会したく申し込みます。 
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